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環境省・原子力規制関係予算のポイント 

― 東日本大震災からの復興、原子力規制・防災体制の充実 ― 

 

環境委員会調査室  山岸 千穂 

 

はじめに 
環境省の平成 28 年度予算は、前年度当初予算（9,286 億円）から 31％増の１兆 2,191

億円と過去最大規模となった。また、平成 27 年度補正予算は 1,367 億円となり、その内容

は、平成 27 年９月の関東・東北豪雨への対応等もあるが、多くは平成 28 年度予算におい

て実施される事業を前倒ししたものである。 

環境省予算を概観してみると、東日本大震災の発生から５年が経過する平成 28 年度にお

いても、東日本大震災復興特別会計が占める割合は７割を超え、依然として震災からの復

興が最優先課題である。平成 28 年度内に事業の完了が予定されている除染については、こ

れまでで最大となる 5,223 億円が計上され、今後、本格的に整備される中間貯蔵施設や、

汚染廃棄物の処理についても、重点的な予算配分が行われている。 

震災前から引き続き環境行政の主要課題である地球温暖化対策は、平成 27 年 11 月～12

月に開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（以下「UNFCCC・ＣＯＰ21」とい

う。）の結果を受けるとともに、「地球温暖化対策のための税」の引上げ1による増収なども

後押しし、国内対策の加速化及び国際連携の強化が図られている。 

原子力規制委員会の平成 28 年度予算は 577 億円（前年度比１％増）、平成 27 年度補正予

算は 24 億円となった。また、内閣府に計上されている原子力防災に関する平成 28 年度予

算は 126 億円（前年度比３％増）、平成 27 年度補正予算は 100 億円である。 

原子力規制行政においては、平成 27 年９月、九州電力の川内原子力発電所が新規制基準

による審査を受けた原発として初めて再稼働するとともに、その他の原発についても新規

制基準に係る適合性審査が進んでいる。こうした中、原子力防災のための取組強化、原子

力に関わる人材育成などが引き続き課題である。 

以上を踏まえ、本稿においては、平成 28 年度の環境省・原子力規制関係予算について、

平成 27 年度補正予算にも触れつつ、最近の政策の動向を踏まえながら、その概要を説明す

ることとしたい。 

 

１．環境省予算の概要 
環境省予算は、３つの会計から構成されており、平成 28 年度予算は、一般会計に 2,820

                                                                                  
1
 平成 24 年度税制改正において創設され、24 年 10 月に施行、26 年４月及び 28 年４月に段階的に引き上げら

れることとされている。課税対象は全ての化石燃料であり、現行の石油石炭税にＣＯ２排出量１トン当たり

289 円を上乗せされる。これにより、平成 28 年度の税収見込み額は約 2,600 億円となる。 
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億円（前年度比 12％増）、エネルギー対策特別会計2に 1,586 億円（同 38％増）、東日本大

震災復興特別会計に 9,153 億円3（同 38％増）がそれぞれ計上され、総額で１兆 2,191 億

円となった。環境省は、平成 28 年度の重点施策として、（１）東日本大震災からの復興と

震災の教訓を踏まえた防災・減災、（２）新たな温室効果ガス削減目標の達成に向けた国内

対策の抜本的強化と世界全体の排出削減への貢献、（３）循環共生型社会の構築、（４）Ｇ

７富山環境大臣会合等を通じた地球規模の環境対策への貢献という４つの柱を掲げ、その

実現に向け、予算要求を重点的に行っている。ここでは、（１）～（３）について紹介する。 

 

表 平成 28 年度環境省予算の概要 

 

（注）四捨五入等の理由により、計数が合致しない場合がある。 

（出所）環境省資料 

                                                                                  
2 エネルギー対策特別会計では、地球温暖化対策や福島県の健康管理に関する施策を実施している。 
3 復興庁予算として一括計上され、環境省が執行している。 
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（１）東日本大震災からの復興と防災・減災 

ア 除染実施計画に沿った除染の実施 

東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質により汚染された土壌

等の除染については、「放射性物質汚染対処特措法」4において、国が除染実施計画を策

定して除染を実施する「除染特別地域」と、市町村が汚染状況を調査し、除染実施計画

を策定した上で、国の予算措置の下、市町村が除染を実施する「汚染状況重点調査地域」5に

分けて規定されており、両地域とも平成 28 年度内の完了が予定されている。 

平成 27 年度補正予算では、除染に 783 億円が計上されており、自主避難者等の帰還

促進や復興の本格化に向け、福島県内の汚染状況調査地域における除染について前倒し

で財政措置がなされている（717 億円）。併せて、平成 27 年９月の関東・東北豪雨によ

る被災箇所への対応として 66 億円が計上されている。 

平成 28 年度予算には、前述のとおり過去最大の 5,223 億円が計上され、「除染特別地

域」に係る予算として、生活圏の除染の推進に 1,266 億円、除去土壌等の減容化・仮置

きに 1,592 億円、除染実施後の放射線量の監視に 29 億円が計上されたほか、「汚染状況

重点調査地域」など地方公共団体による除染等の措置等に対する財政措置に 2,330 億円

が計上されている。 

なお、除染については、平成 23 年度予備費から積算して約２兆 6,420 億円が計上さ

れたが、平成 29 年度以降も、局所的にしか実施されていない帰還困難区域における除

染や、一部森林の除染などが今後の課題として残されている。 

 

イ 中間貯蔵施設の整備の推進 

   中間貯蔵施設は、福島県内での除染で発生した放射性物質を含む土壌や廃棄物6を最終

処分するまでの間、安全かつ集中的に管理・保管することを目的とするもので、これに

関連する事業は、政府全額出資の特殊会社である「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」

（以下「JESCO」という。）により実施される。また、保管された土壌等は、貯蔵開始後

30 年以内に、福島県外で最終処分を完了することとされている7。 

同施設の設置については、平成 27 年１月の供用開始に向けて取組が進められたが、

当初、政府と福島県、建設候補地の大熊町、双葉町との交渉が難航したため8、目標から

遅れることが確認された9。こうしたことを踏まえつつ、平成 27 年３月から、福島県内

                                                                                  
4 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放

射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 110 号） 
5 汚染状況重点調査地域として指定されている市町村は、99 市町村である（平成 28 年１月現在）。 
6 福島県内で発生した①仮置場等に保管されている除染に伴う土壌や廃棄物（落葉・枝等）、②10 万 Bq（ベク

レル）/kg を超える放射能濃度の焼却灰等を中間貯蔵施設に貯蔵することとしている。 
7 「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 120 号）」により「日本環境安全事

業株式会社」の名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更するとともに「中間貯蔵開始後 30 年以内

に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」との規定が改正法に明記された。 
8 その後、政府が、用地の買取りに加えて地上権の設定も選択肢とすることや、生活再建策・地域振興策に活

用できる総額 3,010 億円の新規かつ追加的な財政措置を講じる方針を掲げた。これを受け、平成 26 年９月に

佐藤福島県知事（当時）が、次いで大熊町及び双葉町が中間貯蔵施設の建設受入れを容認した。 
9 「中間貯蔵施設への搬入開始見通しについて」望月環境大臣談話（平成 27 年１月 16 日） 
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の 43 の市町村の仮置場の除去土壌等を中間貯蔵施設の保管場へ搬入するパイロット輸

送10が開始されるとともに、用地の確保のため地権者との交渉が行われている。しかし

ながら、２千名を超える地権者のうち、半数近くの地権者の連絡先は不明であり、契約

実績は 38 件に留まる（平成 27 年 12 月末時点）。 

中間貯蔵施設の整備に係る予算は 1,346 億円であり、このうち 14 億円は除去土壌等

の減容・再生利用等に関する研究開発・実証等のための費用とされている。 

また、中間貯蔵施設の用地のうち大規模工場等に関する補償審査等のための体制の強

化として環境省本省に２人、中間貯蔵整備及び次の「ウ」で述べる汚染廃棄物処理等に

係る体制の強化として地方環境事務所に 30 人の増員が予定されている。 

 

ウ 指定廃棄物の処理 

原発事故で発生した「指定廃棄物11」のうち、福島県で発生したものについては、放

射性物質濃度が 10 万 Bq（ベクレル）/kg 以上は前述の中間貯蔵施設へ、8,000Bq/kg 以

上 10 万 Bq/kg 以下のものについては既存の管理型処分場、「フクシマエコテッククリー

ンセンター」を活用して処理することとしている。同センターの活用については、安全

性への懸念等から地元住民から反対する声が上がったが、協議が重ねられた結果、平成

27 年 11 月までには、政府から処分場の国有化を始めとする安全対策と地域振興策が示

され12、同年 12 月、福島県、富岡町及び楢葉町が、同事業を容認するに至っている。 

福島県以外の５県（宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県）で発生した指定廃棄

物については、国の基本方針13に基づいて、各県に長期管理施設を設置することとして

いる。国は、平成 26 年１月に宮城県の栗原市、大和町、加美町の３か所を、同年７月

に、栃木県の塩谷町の１か所を候補地とするとともに、翌平成 27 年４月には、千葉県

の候補地として、東京電力の千葉火力発電所の土地の一部を提示したが、いずれも住民

の反対により候補地の調査は進んでいない14。各県では引き続き廃棄物を分散して一時

保管している状況が続いており、その処分が喫緊の課題となっているが、地元住民の反

発は強く、今後も難航が予想される。 

上記のような汚染廃棄物の処理等に関して、「放射性物質汚染廃棄物処理事業」とし

て、平成 28 年度予算に 2,140 億円が計上されている。 

 

エ 放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策 

 原発事故により飛散した放射性物質による健康影響については、国の交付金により創

                                                                                  
〈http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h27/s0116.html〉（平 28.1.18 最終アクセス） 

10 搬入からおおむね１年程度かけ、本格的な搬入に向けた安全性等の確認・検証がなされる予定である。 
11 「放射性物質汚染対処特措法」に基づき、放射性物質による汚染状態が 8,000Bq（ベクレル）/kg を超える

ものは「指定廃棄物」とし、国がその処理を行うこととされている。 
12 「管理型処分場を活用した特定廃棄物の埋め立て処分事業に係る対応について」（平成 27 年 11 月 16 日 環

境省、復興庁） 
13 「放射性物質汚染対処特措法の基本方針」（平成 23 年 11 月 11 日閣議決定） 
14 平成 26 年８月下旬に、宮城県において詳細調査を開始しているが、住民の反対により調査は進んでいない。

栃木県、千葉県においては、詳細調査は実施されていない。 
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設された福島県民健康管理基金を財源として、福島県により平成 23 年から県民健康調

査が実施されている。また、福島近隣県を含めた健康管理の現状と課題については、専

門家会議15による検討を経て、平成 27 年２月、「環境省の当面の施策の方向性」が公表

されている。ここでは、①事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進、②福島県

及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握、③福島県の県民健康調査「甲状腺検査」

の充実、④リスクコミュニケーション事業の継続・充実を掲げている。こうしたことを

踏まえ、「放射線の健康影響、被ばく線量評価等に関する調査研究事業」に 12 億円が計

上されるなどしている。 

 

オ 東日本大震災の教訓を踏まえた防災・減災 

 首都直下地震や南海トラフ巨大地震などにより、近い将来、東日本大震災を上回る規

模の災害が発生することが懸念されていることから、防災対策の徹底を図るとともに、

大規模災害時に発生する膨大な量の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理する体制を整備

することが求められている。また、平成 27 年の第 189 回国会では、大規模災害時に円

滑かつ迅速な災害廃棄物処理を確保するための指針の策定、国の代行措置等の特別措置

の整備等を主な内容とする「廃棄物処理法16及び災害対策基本法17の一部を改正する法律」

（平成 27 年法律第 58 号）が成立し、同年８月６日施行された。 

これらを受け、「大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠点整備事業」として、

平成 28 年度予算に 35 億円、平成 27 年度補正予算に 53 億円が計上されている。同事業

では、全国レベル及び地域ブロック協議会18レベルのそれぞれにおいて対策と課題の検

討を行うとともに、両者を連携させるなどして災害廃棄物処理体制の強化を図る。併せ

て、災害対応拠点となり得る廃棄物処理施設の整備を行うこととしている。 

 

（２）地球温暖化対策 

平成 27 年 11 月 30 日～12 月 13 日までフランス・パリで開催された UNFCCC・ＣＯＰ21

においては、新たな法的枠組みである「パリ協定」を含むＣＯＰ決定が採択された。これ

により、気温上昇を産業革命前から２℃、可能な場合は 1.5℃に抑えるべく、途上国を含

む全ての国が、削減目標を５年ごとに提出・更新するとともに検証を受けることとされた。 

同会議に先立って、我が国は、平成 42（2030）年度に温室効果ガスの排出量を平成 25

（2013）年度比で 26.0％削減（平成 17（2005）年度比 25.4％削減）するとの約束草案を

決定し、UNFCCC 事務局に提出した（以下「2030 年目標」という。）。この 2030 年目標は、

徹底した省エネルギー対策によりエネルギー需要を 5,030 万 kｌ程度削減するもので、石

油危機後並みの大幅なエネルギー効率の改善が必要とされている。特に、近年、エネルギ

                                                                                  
15 被ばく線量把握・評価、健康管理、医療に関する施策のあり方については「東京電力福島第一原子力発電所

事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」において議論され、中間とりまとめとして公表さ

れた（平成 26 年 12 月）。 
16 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号） 
17 「災害対策基本法」（昭和 36 年法律第 223 号） 
18 環境省、国の機関、地方公共団体、事業者、専門家等から構成される。 
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ー消費量の伸びが大きい業務・家庭部門では、平成 25（2013）年度比約 40％、運輸部門で

約 30％のＣＯ２排出量の抜本的な削減が求められている。また、総発電量のうち、再生可

能エネルギーは22～24％と見込まれており、固定価格買取制度（以下「ＦＩＴ」という。）19の

適正な運用のほか、低コスト化、高効率化のための技術開発等が必要とされている。 

なお、平成 28 年の第 190 回国会においては、政府の策定する地球温暖化対策計画に定め

る事項に地球温暖化対策の推進に関する普及啓発及び国際協力に関する事項を追加するこ

となどを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律20の一部を改正する法律案」の

提出が予定されている。 

地球温暖化対策に関連する予算は、2030 年目標を踏まえるとともに、「地球温暖化対策

のための税」の完全施行による税収の増加等もあり、平成 28 年度予算では国内の地球温暖

化対策の強化に関連する新規事業が数多く計上されている。地球温暖化対策予算は、環境

省により、「国内の地球温暖化対策の強化」、「新たな国際枠組みの構築や優れた低炭素技術

の海外展開を通じた世界全体の排出削減への貢献」、「気候変動（地球温暖化）の影響に対

する適応策の計画的、総合的な推進」の３つの項目に分けて説明されているため、それぞ

れの項目ごとに、主な事業を紹介する。 

 

ア 国内の地球温暖化対策の強化 

業務部門における省エネを図るものとして、「地方公共団体カーボン・マネジメント

強化事業」には 50 億円が新規に計上されている。同事業は、地方公共団体が保有する

庁舎などの施設からのエネルギー起源ＣＯ２排出量が、我が国の民政業務部門の排出量

の１割を占めることを踏まえ、地方公共団体による地球温暖化対策の実行計画事務事業

編の策定支援、省エネ設備の導入等について補助を行うものである。 

同じく新規事業のうち再生可能エネルギーの普及の底上げを図るものの一例として、

「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」（経済産業省連携事業）には 60 億

円が計上されている。同事業では、再生可能エネルギーのうち、ＦＩＴの対象とならな

い自家消費や地産地消型の発電、発電に比べ利用の促進が遅れている熱利用について費

用の一部補助を行うこととしている。 

また、地球温暖化対策に係る先進的な技術のうち、石炭火力発電所等から排出される

ＣＯ２を海底下や地中へ回収・貯留するＣＣＳ21の導入が期待されており、平成 28 年度

には北海道の苫小牧において、国内第一号となる実証試験が行われることとなっている

（経済産業省委託事業）。これに関し、平成 28 年度予算には、同実証試験の周辺におい

て水質、底質及び底生生物等のモニタリングを実施するとともに、貯留サイトの管理に

係る技術的知見等を整理・収集するための事業に 2.6 億円が計上されている（「海洋環

境保全上適正な海底下ＣＣＳ実施確保のための総合検討事業」）。また、「ＣＣＳによる

カーボンマイナス社会推進事業」（一部経済産業省連携事業、60 億円）では、①ＣＯ２

                                                                                  
19 再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が保証する制度。 
20 「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年法律第 117 号） 
21 Carbon dioxide Capture and Storage の略。 
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の貯留に適した地層の調査（経済産業省連携、24 億円）、②有害化学物質の放出が抑制

可能な環境配慮型ＣＣＳの実証事業（36 億円）を行うこととされている。 

 

イ 新たな国際枠組みの構築や優れた低炭素技術の海外展開を通じた世界への貢献 

我が国は、自国の優れた低炭素技術を海外展開するとともに世界における排出量を削

減するという観点から、二国間クレジット制度（以下「ＪＣＭ」という。）22を展開して

おり、前述のパリ協定においても、ＪＣＭを含む市場メカニズムの活用が位置付け

られたところである。同制度は、日本政府が費用の一部を出して発展途上国で温室効

果ガスの排出削減につながる再生可能エネルギーや省エネルギーなどの事業を行い、

削減した一部を日本の削減分として繰り入れる仕組みであり、現在、モンゴル、バ

ングラデシュなど 15 カ国と署名済みである（平成 27 年 10 月末時点）。平成 28 年度

予算では、ＪＣＭ資金支援事業に 87 億円、ＪＣＭ推進のためのＭＲＶ23等関連する技術

高度化事業に 44 億円が計上されている。 

 

ウ 気候変動（地球温暖化）の影響に対する適応策の計画的、総合的な推進 

 地球温暖化の影響は、国内外において既に現れており、今後さらに深刻化する可能性

が指摘されている。平成 27 年 11 月には、政府により「気候変動の影響への適応計画」

が策定され、被害を最小化又は回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社

会の構築を目的として掲げるとともに、水稲の高温耐性品種の開発・普及、果樹の優良

着色系品種等への転換等の分野別の施策、観測・監視、調査及び研究等の基盤的・国際

的な施策を推進していくこととしている。 

 これらを踏まえ、国内における影響評価及び適応計画モニタリング手法の開発・改善、

地方における適応計画の計画策定支援、ＩＰＣＣ（国連気候変動に関する政府間パネル）24

報告書の作成支援などに 4.7 億円を計上している。 

 

（３）循環共生型社会の構築 

ア 一般廃棄物処理施設の更新等 

1990（平成２）年代以降、ダイオキシン類対策のために市町村等が整備した一般廃棄

物処理施設の老朽化が進んでおり、ごみ処理能力の不足25や事故リスクの増大が懸念さ

れている。これについて、市町村からは 1,000 億円程度の財政支援の要望が出ており26、

引き続き十分な予算を確保するとともに、戦略的に施設整備を支援していくことが求め

られている。こうしたことを背景に、一般廃棄物処理施設の更新・改良・改造に要する

                                                                                  
22 二国間クレジット制度とは、日本から途上国への温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検

証方法論を適用し、定量的に適切に評価し、日本の排出削減目標の達成に活用する制度である。 
23 Measurement, Reporting and Verification の略語で、「測定、報告及び検証」を指す。 
24 国連環境計画（ＵＮＥＰ）、世界気象機関（ＷＭＯ）により昭和 63 年に設置された政府間組織。科学的知見

を提供し、UNFCCC の活動を支援する。 
25 一般廃棄物処理施設の耐用年数はおおむね 20 年程度であるが、平成 24 年度末時点で約半数の施設が築 20

年を超えている。 
26 「循環型社会形成推進交付金に係る緊急要望について」（平 27.12.8 公益社団法人全国都市清掃会議）  
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費用の３分の１又は２分の１を補助する「循環型社会形成推進交付金（浄化槽分を除く）」

として、平成 28 年度予算では 280 億円、平成 27 年度補正予算に 383 億円が計上されて

いる。また、既に述べたところであるが、「大規模災害に備えた廃棄物処理体制検討・拠

点整備事業」においても、廃棄物処理施設の整備のための費用として平成 28 年度予算に

35 億円、平成 27 年度補正予算に 51 億円が計上されている。 

 

イ 関東・東北豪雨等への対応 

平成 27 年９月の「関東・東北豪雨」においては、台風第 18 号等により、利根川水系

鬼怒川において堤防が決壊するなど、甚大な被害がもたらされた。同年 10 月には、「激

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（昭和 37 年法律第 150 号）に

基づく「激甚災害」に指定されている。 

上記を受け、環境省においても、同災害により生じた災害廃棄物の処理について、平

成 27 年度補正予算に 42 億円を計上し（「災害等廃棄物処理事業費補助金」）、被災市町

村に２分の１を補助するとともに、地方負担分の 80％について交付税措置を行うこと

としている。また、被害を受けた一般廃棄物処理施設の復旧に関し、同補正予算に 2.9

億円を計上しており、被災市町村に２分の１を補助するとともに、地方負担分について

は起債措置を行い、元利償還分について普通交付税措置を実施することとなっている。 

 

ウ ＰＣＢ廃棄物の処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物については、「ＰＣＢ特別措置法27」に基づき、平成 31 年度以降に予定

されている期限内に処理することが定められている。具体的には、低濃度ＰＣＢについ

ては保管事業者に一定の期限内に処理することを求めるとともに、高濃度ＰＣＢについ

ては、同法に基づく「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」（以下「基本計画」と

いう。）に基づき、全国５か所のＰＣＢ処理事業所において、JESCO により化学処理を行

うこととされている。 

現在の処理期限は、平成 26 年６月に基本計画を改定し、それまでの期限を延長した

ものであるが28、対応に遅れが見られ、高濃度ＰＣＢ処理の推進と低濃度ＰＣＢの掘り

起こしの必要性が指摘されている。現在、環境省においては、「ＰＣＢ廃棄物適正処理

推進に関する検討委員会」を設置し、「ＰＣＢ廃棄物の期限内処理の早期達成に向けた

追加的方策について」の取りまとめを行っており、平成 28 年の第 190 回国会において

は、「ＰＣＢ特別措置法改正案（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法の一部を改正する法律案）」の提出が検討されている。 

上記に関連し、地方自治体におけるＰＣＢ廃棄物の掘り起こし調査の効率化、未処理

者情報の一元化による進捗管理を行うための「ＰＣＢ廃棄物適正処理対策推進事業」に

                                                                                  
27 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成 13 年法律第 65 号） 
28 基本計画における当初の処理期限は、当初、高濃度ＰＣＢ廃棄物は一律に平成 28 年度末、低濃度ＰＣＢ廃

棄物は平成 28 年 7 月とされていた。現在は、高濃度ＰＣＢ廃棄物については事業所ごと（最も早いもので

平成 31 年度末）、低濃度ＰＣＢ廃棄物については、平成 38 年度末までに処理を完了することとしている。 
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平成 28 年度予算として 1.5 億円、平成 27 年度補正予算として 1.8 億円が計上されてい

る。また、ＰＣＢ処理施設における処理促進のための改造、設備機器の更新及び補修の

ための費用として、平成 28 年度予算に 17 億円、平成 27 年度補正予算に 20 億円が計上

されている（「ＰＣＢ廃棄物処理施設整備事業」）。さらに、平成 34 年以降に予定されて

いるＰＣＢ廃棄物処理施設の解体撤去に際しては、ＰＣＢの除去・原状回復のために総

額約 700 億円が必要と見込まれており、そのための引当金として、平成 28 年度予算に

30 億円が計上されている。 

 

エ 鳥獣保護管理の抜本的強化 

近年、ニホンジカを始めとする鳥獣による自然生態系や農林水産業への被害が深刻化

しており、ニホンジカとイノシシの個体数を 10 年後（平成 35 年度）までに半減するな

どの目標29の達成に向け、対策の強化が図られている。平成 27 年５月には、改正鳥獣保

護管理法30が施行され、ニホンジカ及びイノシシを「指定管理鳥獣」に指定するととも

に、これらの捕獲を都道府県が主体となって行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」が開始さ

れた。同事業費として平成 28 年度予算には５億円、平成 27 年度補正予算に５億円が計

上されており、都道府県へ事業費の最大２分の１以内を交付する（ただし、平成 28 年

度予算では、指定管理鳥獣に原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限がある県は、

解除されるまでの間事業費の３分の２まで交付可能となる）。また、地方負担分につい

ては、特別交付税により措置される見込みである。 

 

オ 外来種対策 

 外来生物に関しては、「生物多様性条約第 10 回締約国会議」で決議された愛知目標に

おいて、「平成 32（2020）年までに、侵略的外来種とその定着経路を特定し、優先度の

高い種を制御すること」等が掲げられている。これを受け、「外来種被害防止行動計画」

（平成 27 年３月）において対策の優先度の考え方を示すとともに、「我が国の生態系等

に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」（平成 27 年３月公表）を策定し、法的な規

制がかけられている種のみならず、我が国の生物多様性に悪影響を及ぼしている種をリ

スト化するとともに最新の定着経路や今後の対策の方向性等について示した。 

平成 28 年度予算においては、上記のリストにおいて「緊急対策外来種」とされている

アカミミガメについて、輸入や販売に係る規制、普及啓発等による遺棄の防止、防除及

び防除後の処分体制の構築等の対策を検討し、全国計画を策定することとしている（0.4

億円）。このほか、世界自然遺産地域候補地等、生物多様性保全上重要な地域における特

定外来生物の防除等について 4.9 億円が計上されている。 

 

                                                                                  
29 「抜本的な鳥獣捕獲強化対策（ニホンジカ、イノシシ）」（2013(平成 25)年 12 月 26 日 環境省、農林水産

省）<http://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort9/kyouka.pdf>（平 28.1.18 最終アクセス） 
30 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 26 年法律第 46 号）。2014（平成 26 年）に

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が改正され、題名が改められた。 
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２．原子力規制関係予算の概要 
原子力規制に関する平成 28 年度予算は 577 億円、このうち一般会計は 95 億円（前年度

比１％増）、エネルギー対策特別会計は 445 億円（前年度比増減なし）、東日本大震災復興

特別会計は 37 億円（前年度比３％増）であり、平成 27 年度補正予算は 24 億円である。 

内閣府に計上されている原子力防災に関する予算は、平成 28 年度予算は 126 億円（前年

度比３％増、全てエネルギー対策特別会計）、平成 27 年度補正予算は 100 億円である。 

原子力規制委員会は、平成 28 年度の重点分野として、（１）原子力規制の継続的改善、

（２）放射線モニタリング体制、原子力防災対策の強化、（３）原子力規制人材育成の強化、

（４）国際連携・協力、保障措置の着実な実施の４つを掲げている。このため、以下、こ

れに倣って項目別に、内閣府計上の原子力防災予算も併せて紹介することとしたい。 

 

（１）原子力規制の継続的改善 

 原子力規制委員会は、新規制基準31に係る適合性審査を進めており、平成25年７月以降、

16 原発 26 基から申請が出された。そのうち、九州電力川内原子力発電所１・２号炉につ

いては、同審査における原子炉設置変更許可、工事計画及び保安規定変更の認可を受ける

とともに、使用前検査を経て、平成 27 年 11 月までに両炉とも通常運転に復帰した。また、

関西電力高浜原子力発電所３・４号炉についても、川内原発と同様の許可及び認可を受け

ており、今後、使用前検査を経て、３号炉については平成 28 年１月末に、４号炉について

は同年２月下旬に運転を再開する見通しとなっている32。 

平成 28 年度においては、その他の原子力発電所の審査も佳境を迎えることとなり、着実

な審査の実施が求められていることから、原子力規制委員会においては、審査及び検査体

制に係る増員を予定している。具体的には、改正「原子炉等規制法」33に対応した使用前

検査等を着実に行うための検査体制の強化に３名、東京電力福島第一原子力発電所の審査

体制の強化に１名となっている。 

 

ア 新規制基準に係る適合性審査 

原子力規制におけるシビアアクシデント対策、地震・津波対策、火山対策などについ

ては継続的な改善が求められており、平成 28 年度においても前年度を上回る予算を計

上している。 

具体的には、発電炉のシビアアクシデントの発生の防止及び対策等の安全審査に必要

な技術的判断根拠等を整備し、規格基準類に反映する事業（発電炉シビアアクシデント

安全設計審査規制高度化研究事業）について、平成 28 年度予算に 14 億円が計上されて

いる。同事業では、軽水炉の重大事故の重要物理化学現象に係る実験を実施するための

施設の改造・整備のため、昨年度から４億円増額されている。 

また、新規制基準で明記された火山について、噴火可能性、噴火規模、影響範囲、モ

                                                                                  
31 平成 25 年７月に発電用原子炉施設、同年 12 月に核燃料施設等の新規制基準がそれぞれ施行された。 
32 『読売新聞』（平 27.12.26） 
33 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和 32 年法律第 166 号） 
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ニタリング等について調査を実施し、「原子力発電所の火山影響評価ガイド」34への反

映・策定を行うための事業には、5.4 億円が計上された。 

 

イ 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組 

平成 24 年 11 月に、東京電力福島第一原子力発電所が特定原子力施設35として指定さ

れたことを受け、平成 25 年８月には、原子力規制委員会が東京電力から提出された実

施計画を認可し、同実施計画に基づき、監視を行っている。同発電所１～３号炉では、

炉心が損傷・溶融し、多量の燃料デブリが存在すると推測されていること、取り出し等

において臨界の可能性も想定されることから、将来の燃料デブリの取り出しに向けて、

安全に燃料デブリを輸送・管理することが同実施計画の中でも求められている。そのた

め、燃料デブリに対する臨界リスク評価基準の整備や同評価基準を検証するための事業

（「燃料デブリの臨界管理に係る評価手法の整備事業」）に 8.8 億円が計上された。 

 

（２）原子力防災対策の充実・強化 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力規制委員会は、平成 24 年 10 月に

新たに原子力災害対策指針を策定した。同指針は、原子力災害対策重点区域の範囲を、従

来の原子力発電所からおおむね 10 ㎞から 30 ㎞に拡大するとともに、緊急時の住民防護措

置実施の判断基準設定や、原子力発電所からおおむね５㎞圏の住民に対する安定ヨウ素剤

の事前配布について盛り込んだ。また、平成 27 年８月には、同指針が改定され、原子力災

害に対応する医療施設等の整理とそれぞれの役割の明確化36、住民の避難時における検査

及び簡易除染に係る考え方等が示された。 

また、新たな指針の下では、原子力発電所からおおむね半径 30 ㎞圏内の自治体による地

域防災計画（原子力災害対策編）の策定が進められることとなったが、要配慮者（病院の

入院患者、社会福祉施設の入所者、在宅の傷病者等）の安全な避難、移動手段の確保、30

㎞圏外にある避難受入側自治体の体制整備等、自治体による解決が困難な課題が複数指摘

された。このため、平成 25 年９月の原子力防災会議決定に基づき、原子力発電所が立地す

る 13 地域を対象に地域原子力防災協議会が設置され、関係省庁と地方公共団体が一体とな

って、地域防災計画・避難計画の策定及び充実化が図られている。 

 

ア 地域防災計画・避難計画の具体化・充実化 

平成 28 年度予算では、「原子力発電施設等緊急時安全対策交付金」として 123 億円が

                                                                                  
34 平成 25 年６月に原子力規制委員会によって取りまとめられた、原子力発電所に影響を及ぼす火山を評価す

るための手順を示したものである。 
35 原子力災害が発生し応急の措置を講じた施設に対して、その後においても施設の状況に応じた適切な方法に

よる安全管理を講じさせるため、原子炉等規制法（第 64 条の２）に基づき指定される。 
36 これまでの初期被ばく医療機関、二次被ばく医療機関及び三次被ばく医療機関を基に、名称等を、原子力災

害医療協力機関、原子力災害拠点病院、高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センタ

ーに変更するとともに、それぞれの役割を明確にした。国立大学法人弘前大学、公立大学法人福島県立医科

大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人長崎大学に対して、「原子力災害拠点病院等の施設要件」に基

づき審査を行い、平成 27 年８月 26 日付で原子力災害医療・総合支援センターの指定を行っている。 
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計上されており、原子力発電所の立地道府県に対し、緊急時の連絡網の整備、防災活動

のための資機材等の整備に対し定額を交付することとしている。 

また、平成 27 年度補正予算においては、「原子力発電所周辺地域における防災対策の

充実・強化」（「原子力災害対策事業費補助金」、100 億円）として、原子力発電所の周辺

地域において、要配慮者等が屋内退避するための建物及び現地の原子力災害対策の拠点

施設の放射線防護対策（ともにおおむね 10km 圏内）等が実施される。 

 

イ 原子力災害医療体制の整備 

上記の原子力災害対策指針の改定及び原子力災害に対応する医療機関の整理等を受

け、原子力災害医療の実効性の確保を目的として、原子力規制委員会に５億円（「原子

力災害時医療実効性確保等事業」、図・赤枠）、内閣府に 13 億円が計上されている（「原

子力災害医療体制の強化」、図・黒枠）。原子力規制員会においては、高度被ばく医療支

援センター及び原子力災害医療・総合支援センターに係る研修・訓練等事業を行い、内

閣府においては、原子力災害拠点病院及び原子力災害医療機関における資機材の整備等

や研修・訓練を実施する。 

 

 

 

ウ モニタリングの実施 

原子力災害対策指針に基づき、原子力発電所等の立地道府県及び市町村は、原子力防

災対策やモニタリング対策を講じることが求められている。こうした地方自治体の取組

を支援するため、「放射線監視等交付金」として、平成 28 年度予算に 75 億円が計上さ

れている。また、原子力災害が発生した場合に緊急的に行われるモニタリング体制の整

備について、平成 28 年度予算に 5.4 億円、平成 27 年度補正予算に 7.8 億円が計上され

ている（「緊急時モニタリングの体制整備事業」）。 

 

（３）原子力規制人材育成の強化等 

新規制基準の施行を踏まえ、原子力の安全規制に携わる人材の専門能力・現場対応能力

の向上が求められている。原子力規制委員会は、平成 26 年６月に「原子力規制委員会職員

の人材育成の基本方針」を決定し、これに基づいて原子力安全人材育成センターを中核と

図 原子力災害医療の確保に係る原子力規制庁事業と内閣府事業の関係 

（出所）原子力規制委員会資料 



立法と調査　2016.2　No.374
133

 

して、若手や中途採用の職員を含めた人材育成の抜本強化に向けた取組を実施することと

している。これらを踏まえ、職員に対してより実践的な研修を行い、人材の育成を強化す

るため、「原子力規制人材育成事業」に３億円が計上されている。 

また、平成 27 年度補正予算では、原子力規制庁の職員の専門能力向上のため、発電炉に

近い挙動を模擬できる研修用のプラントシミュレータを開発・整備するための費用として、

16 億円が計上されている（「研修用プラントシュミレータ整備事業」）。同事業については、

平成 26 年度補正予算に 16 億円が計上されており、平成 27 年度補正予算により必要なプロ

グラム等の整備が終了し、平成 28 年３月より供用が開始されることとなっている。 

 

（４）国際連携・協力、保障措置の着実な実施 

 原子力規制委員会は、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）及び経済協力開発機構原子力機関（Ｏ

ＥＣＤ／ＮＥＡ）等の国際機関と連携し、我が国及び海外各国の知見の共有を図る等、原

子力規制の向上に向けた取組を行っている。平成 28 年度においても、こうした取組を継続

するため、上記の機関等への拠出を行う。具体的には、5.2 億円のうち、ＩＡＥＡへ 3.9

億円、ＯＥＣＤ／ＮＥＡへ 1.3 億円等となっている。 

また、我が国を含む世界の原子力施設等については、核物質が核兵器に転用されていな

いことについて、ＩＡＥＡの確認を得ることが義務付けられている。ＩＡＥＡの査察の際

に採取される「環境サンプリング」は年に約 730 試料に及び、我が国においても分析協力

をしており（年間 50 件程度）、平成 28 年度においてもこれについて 9.7 億円が計上されて

いる（「保障措置環境分析調査事業」）。 

 

おわりに 
 これまで述べてきたように、平成 28 年度においても、最重要課題は震災からの復興であ

る。除染などが一定の区切りを迎えるものの、中間貯蔵施設の用地確保、指定廃棄物の長

期管理施設の建設候補地の選定など、解決すべき課題は多い。放射性物質による汚染への

懸念ができるだけ軽減するよう、住民へのリスクコミュニケーション、安全対策などを十

分に行うとともに、住民の帰還に向けた迅速な対応が求められている。 

また、地球温暖化対策については、パリ協定を踏まえた国の地球温暖化対策計画が策定

される。いかにして対策の具体化、深化を図り、今後の地球温暖化対策を牽引できるもの

としていくか、注視していく必要があろう。 

 震災以降、耳目を集める原子力規制については、新規制基準に係る適合性審査が進む中、

審査体制の充実、原子力規制に関する不断の見直し、そして安全研究の推進が引き続き重

要である。また、原子力防災については、放射線モニタリングや防災施設の整備だけでは

なく、原子力防災に関する人材の育成・確保などを含めたハード・ソフト両面において、

より一層取組を強化していくことが求められる。 

 

（やまぎし ちほ） 


